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第
二
章

保
存
等

第
二
章

保
存
等

第
二
節

保
存

第
二
節

保
存

（
個
人
情
報
漏
え
い
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
）

（
個
人
情
報
漏
え
い
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
八
条

館
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る

第
八
条

館
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等

情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等

に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に

に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す

照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い

と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
法
第

る
場
合
に
は
、
法
第
十
五
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
当
該
個
人
情
報
の
漏
え
い
の

十
五
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
当
該
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
、
次
の

防
止
の
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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[
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[

同
上]

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
、
注
記
で
あ
る
。


